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理

由

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
農
山
漁
村
の
活

性
化
を
図
る
た
め
、
主
務
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
、
市
町
村
に
よ
る
基
本
計
画
の
作
成
及
び
設
備
整
備
計
画
の
認
定
、

当
該
認
定
を
受
け
た
設
備
整
備
計
画
に
従
っ
て
行
う
事
業
に
つ
い
て
の
農
地
法
、
森
林
法
、
漁
港
漁
場
整
備
法
等
の
特
例
並
び

に
農
林
地
所
有
権
移
転
等
促
進
事
業
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


